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　広報はっぽう９月号でお知らせ
したとおり、10月１日以降、氏
名、住所、生年月日、性別（基本
４情報）、マイナンバーが記載さ
れた「通知カード」が住民票の住
所地へ順次送付されます。
　送付される様式は左図のとおり
です。個人番号カードを希望され
る方は、通知カードから申請書を
切り離して、説明書を参考に必要
事項を記入し、顔写真を貼りつけて、返信用封筒に入
れて郵送してください。

※通知カードは大事なカードです。大切に保管してください。
　あなたの番号を、他人が使用することはありません。
　他人にカードを預けたり、番号を教えることは絶対しない
でください。

　当ふるさと会は、東京都およびその近県に在住する八峰町出身者及びそれ
に縁故ある方で組織しています。
　毎年、八峰町役場のご支援により、町の食材で作る「きりたんぽ鍋」を会
場で美味しく味わうことができます。また、お土産として“ＪＡ秋田やまも
と”のご支援により「お米と椎茸」を予定しています。
　当日は、会員による芸能披露や抽選会で大いに盛り上がります。また、白
神八峰商工会、産直施設“おらほの館”の方々で物産販売も予定しています。
　今年も下記のとおり、開催を予定していますので、郷里や関東地方にお知
り合いの方がおられましたら、お声をかけていただき、一人でも多くの方々のご参加をお待ちしております。
■開催日時　　平成27年11月15日（日）　正午～午後３：30
■会　　場　　私学会館アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北４－２－25）
　　　　　　　☎03－3261－9921
■申 込 先　　八峰町関東ふるさと会　成田　勘一（事務局）東京都小金井市関野町１－３－35
　　　　　　　☎042－383－0278　携帯090－5344－0039

八峰町関東ふるさと会　総会・懇親会のお知らせ

　秋田県最低賃金が、平成27年10月７日から16円引き
上げられ、時間額「695円」となりました。
○最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等を含む県内
すべての労働者に適用され、最低賃金額以上を支払わ
ないと、最低賃金法違反となります。

○賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手
当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければな
りません。

○月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃
金額以上でなければなりません。

詳しくは、下記の秋田労働局賃金室または最寄りの労働
基準監督署までご照会ください。
■問合せ・照会先
　秋田労働局賃金室　　☎018－883－4266
　能代労働基準監督署　☎0185－52－6151

秋田県最低賃金が改正されました！
時間額は「695円」です

　秋田県土地家屋調査士会では、登記無料相談を開催し
ます。お気軽にご利用ください。
■日　　時　　10月17日（土）午前10時～午後３時
■場　　所　　イオン能代店３階イオンホール
■相談内容　　建物登記、土地分筆登記、面積測量、公

共用財産払下手続など
■相談方法　　面談によります。相談は無料で、秘密は

厳守します。
　　　　　　　事前の予約は必要ありません。
■問合せ先　　秋田県土地家屋調査士会
　　　　　　　　　能代山本地区担当　腰山稔

☎54－8815

土地家屋調査士無料相談会を開催します
　秋田県司法書士会では、無料法律相談を開催します。お
気軽にご利用ください。
■日　　時　　10月17日（土）午前10時～午後３時
■場　　所　　イオン能代店３階イオンホール
■相談内容　　登記、相続、遺言、成年後見（高齢者・障害

者の生活に関する相談）、借金、多重債務、
悪質商法、売掛金、境界、近隣とのトラブ
ル

■相談方法　　面談によります。相談は無料で、秘密は厳
守します。

　　　　　　　事前の予約は必要ありません。
■問合せ先　　秋田県司法書士会　 ☎018－824－0187

司法書士無料法律相談会を開催します

　調停は、①売買、金銭貸借、保証、交通事故などの争
いを対象とする「民事調停」、②夫婦関係、財産分与、
遺産分割など家庭内の争いを対象とする「家事調停」、
の２つに分かれています。
　裁判のように物事の勝ち負けを決めるのではなく、話
し合いによりお互いが合意することで、もめごとの解決
を図る手続です。
　調停手続きでは、裁判官とともに、一般市民から選ば
れた調停委員が紛争の解決にあたっています。

○無料調停相談会のお知らせ
　民事関係や家事関係、調停手続きの利用に関すること
について、無料相談会を開催します。相談者のプライバ
シーは厳守されますので、お気軽にお越しください。
■日　　時　　11月23日（月）
　　　　　　　午前10時～午後３時
■場　　所　　能代市中央公民館
■問合せ先　　能代簡易裁判所　☎52－3278

裁判所の調停制度をご存知ですか？　～無料調停相談会も開催します～

　このたび、八峰町教育委員会と能代警察署は、「八峰
町学校警察連絡連携制度」に関する協定を結びました。
　この協定は、児童生徒の非行や犯罪被害を防止するた
めに、どのように連携していくかを定めるなど、児童生
徒に対する効果的な指導や健全育成につなげることを目
的としています。

八峰町が警察と協定を結びました

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

社会保障・税番号制度　マイナンバー制度　について

■問合せ先　　八峰町総務課　☎76－4601
　　　　　　　マイナンバーコールセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　☎0570－20－0178（9：30～17：30　土日祝日、年末年始を除く）

10月以降、通知カードが住民票の住所地へ送付されます
【おもて】 【うら】
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